
機密性2完全性2可用性2(経営企画部）

項番 カテゴリ
機構法第38条
各項での分類

照会内容 回答内容 掲賊日 更新日 参考資料

1
弁護士法第23条の2
(報告の請求）

4項

汁唾エ声皐ヱロ率UJ廷1－錘~ジ、I編琴1－刈レL1回八

情報を提供できないとする根拠を求められてい
るが、どう回答すべきか。

ロ李午垂確彌凌（以1， 1確砺法」といつ。 ）第38条第4項と第5項各号に基

づく場合を除き、年金個人情報の提供は麗められていないことを回答してく
ださい。 「弁護士会照会への回答例」参照。
※個人情報保渡管理事務取扱要領や付属する日本年金機構個人傭報提供ガイ
ドライン（以下『ガイドライン」という。 ）は法令ではありませんので、ガ
イドラインに掲賊がないことを理由に提供できないとの脱明は不適切です。
機構法に基づき提供できないことを説明してください。

2015/4/8
奔醗十今醒全へfn

回答例

2
国税徴収法第141条
(質問及び検査）

1

4項

市区町村から国税徴収法第141条を準用する地
方税法の条文に基づく照会があった場合、当該
条文がガイドラインに掲載がされていないもの
であっても提供可能か。

刀イトフィン万U衣Z'二も罷駆のとおり、 I滞納処分については、国税徴収法
に規定する滞納処分の例による」と規定されている法律に基づく照会は国税
徴収法第141条に基づく照会があった場合と同様に回答してください。
なお、ガイドラインに掲載している地方税法の条文は国税徴収法第141条で
漫定すう鋤坐#E拠力l量質固検査権Q準用規定ではな蓬~迩芳税の賦課愛
胆にかかる質問検査梅が定められた別個の条文です。国税徴収法第141条の
準用規定としての地方税法の条文は総務指2013-21の13ページを参照して
ください。

2015/4/8
》
》

3
国税徴収法第141条
(質問及び検査）

4項

税務署から国税徴収法第141条に基づき、国民

年金保険料の未納状況・勤務先事業所名の提供
依頼があった。滞納処分に必要な事項の調査か
不明なため、情報提供できないと回答してよる
しいか。

睡眠しな'丁孔I王なりまセん。涌細処分のために必要とする禰報

する側の徴収職員が行うものであり、回答者である機構が必要
断して回答を拒むことは篦められません。

の判断は質問
ない情報と判

なお、機構と照会対象者の関係が、国税徴収法第141条第3号で規定する
「滞納者に対し侭権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと
罷めるに足りる相当の理由がある者」に該当しない場合は、質問検査権が機
構に及びませんので、回答できません。国税徴収法第141条と地方税法に基
づく質問検査権が及ぶ範囲は、総務指2013-21の9ページから13ページを参
照してください。

2015/4/8 総務指2013二21

4

国税徴収法第146条
の2．地方税法第20
条の11 （官公署等へ
の協力要請）

4項

国税徴収法第146条の2，地方税法第20条の11

に基づき税務署や市役所から照会を受けた場
合、情報提供してよろしいか。

涯沃でさません。 I遜刀迂示め。ことかできる」といった官公署等への協力
要繍を規定した法律に基づく照会は､機構法第38条第4項の「法律の規定に
基づき、年金個人情報を…提供しなければならない場合」には該当しないた
め、情報提供は潔められません。 2015/4/8 I■■■■

5

国税通則法第74条の
3（当該職員の相続
税等に関する鯛査等
に係る質問検査楢）

4項

国税通則法第74条の3に基づき、相続人と被相

続人に関する質問があった場合、同条第1項第1
号ハに該当するとして、全て椴構は情報提供す
ることとなるか。

原貝ﾘとし疋頂報髭恢す｡こととなりますが、年金を受給しておらず、2号被
保険者期間のみを有する者が調査対象者となっている場合は、国税通則法第
74の3で規定する質問検査権が機構に及ばない（機構が同条第1項第1号ハ
「納税蕊務がある者等に対し、債権若しくは侭務を有していたと麗められる
者又は債権若しくは債務を有すると罷められる者」に該当しない）ため、提
供できません。

2015/4/8 一
・



機密性2完全性2可用性2(経営企画部）

項番 カテゴリ
機構法第38条
各項での分類

照会内容 ．。 回答内容 掲賊日 更新日 参考資料

6

道路交通法第51条
(違法駐車に対する
措澄）

4項

公安委員会より、道路交通法第b1条に基つき、
住所情報の提供依頼があった。ガイドラインに
直接掲餓されている条文ではないものの、条文
を確麗したところ、地方税の滞納処分の例によ
ゑことが規定されているため、機構法第38条第
4項に基づき提供しなければならないと考えら
れるため、情報提供してよろしいか。また、照
会文笹に示された氏名・生年月日・性別は一致
するが、住所情報が機構で管理する現住所は一
致しない。旧住所は一致するが、提供可能か。

貴見のとおり、道路交通法第51条に基づく照会があった場合は、…里

滞納処分の例によ乱ことが規定されているため､回答しなけ血ばなりませ
ん。また、照会文書に記載された住所と機構が管理する旧住所が一致してい
れば、他者の情報であるおそれはないため、本人特定できたものとして対応
してください。

2015/4/8 ガイドライン

7
刑事訴訟法第197条
第2項

4項

届癬や診断書の写しであっても捜査Iこ必妥とし
て求められた場合、提供することとなるのか。
また、原本を求められた場合も同様か。

貴見のとおり捜査に必要として求められた文薔は提供しなけれはなりませ
ん。ただし、届書等の厘杢の求めがあった場合は、刑事翫訟法第218条第1
項に基づく差押えによらなければ、提供できません。 2015/4/8

1■■■■

8

刑事翫訟法第197条
第2項等に基づく照
会に対する基礎年金
番号の情報提供

4項

刑事翫訟法第197条第2項に基づく捜査闇係事項
照会や国税徴収法第141条に基づく滞納処分の
ために必要な調査として、基礎年金番号の情報
提供を求められたときは、国民年金法第108条
の4（基礎年金番号の利用制限等）の規定にか
かわらず、提供しなければならないという整理
でよろしいか。

刑事訴訟法第197条第2項や国税徽収法第141条に基づく求めに対しては、

基礎
基礎
で、

．指
照。
礎年
童「法律の規定に基づき、年金個人情報を…提供しなければならない場
合」）は提供しなければなりません。

2015/4/8
一
一

9 刑事脈訟法第507条 4項

刑事翫訟法第507条の提供はこれまで禰報提侠
できないと疑壌照会にも示されていたことか
~

b， 検察庁から幾度か照会があった際も提供不
可と対応していたが、提供稜務を課す条文であ
ると取扱いを変更したのはなぜか。

これまで、厚生労働省年金局及び機摘において、刑畢臨訟法第bU/乗は職構

法第38条第4項に基づく情報提供が罷められない条文として整理していたと
ころですが、法．指2015-61に添付した「内閣法制局からの連絡要旨」の
とおり、法務省が、内閣法制局より刑事訴訟法第507条は同法第197条第2
項に基づく照会と同様に回答稜務を負うとの見解を確麗の上、厚生労働省年
金局に協力依頼があったことを受けて、取扱いを変更したものです。

2015/4/8

．
》

10
労働者災害補償保険
法第49条の3

4項

労働基準監督署より労災補償給付の甲頭瞥を不
備返戻するために、労働者災害補償保険法第49
条の3に基づき機構で管理している住所情報の
提供依頼があった。条文を碇謬したところ回答
義務を課す根拠法令には該当しないと考えられ
るため、提供できないと対応してよろしいか。

貴見のとおりです。機構法第38条第4項で、法律の規定に基づき提供しなけ
ればならない場合を除き、提供してはならないことが規定されているため、
法律上提供が潔められないことを説明してください。

2015/4/8
－

11

家事事件手続法
第62条
(調査の嘱託等） ．
第258条
(家事審判の手続の
規定の準用等）

4項

家庭裁判所から、家事事件手続法第62条と同第

258条に基づき、行方不明者の年金受給状況の
情報提供依頼があったが、提供してよろしい
か｡

家事事件手続法第62条と第258条の規定は、磯構法第38条第4項のI法律の

規定に基づき、年金個人情報を…提供しなければならない場合』には該当し
ないため、提供は淫められません。回答文書作成時は「家事事件手続法第
62条に基づく照会への回答例』をご活用ください。 2015/4/8

》
一
》



機密性2完全性2可用性2(経蛍企画部）

項番 カテゴリ
機構法第38条
各項での分類

照会内容 回答内容 掲載日 更新日 参考資料

12

民事翫訟法第186条
（飼査の嘱託） ・
民事訴訟法第226条
(文番送付の飼託）

5項1号

辱季齢““ロー＝一、、弧＝‐、Uノ1月冠痙泳卿.“唾つ

れている根拠条文として、民事訴訟法第223条
のみガイドラインに掲載されている。民事翫訟
法第186条と同226条は、法律の条文上、 「…し
なければならない」と明確に提供を義務付けて
おらず、提供しない場合に懲戒処分の要求がで
きるなどの規定も存在しないため、本人の同意
がない場合、情報提供できないと回答してよる
しいか。

頁兄のとおり、氏畢醜訟法弟旧6条と同Z26条は、椴摘法第38条第4項の

「法律の規定に基づき、年金個人情報を…提供しなければならない場合」に
は該当しないため、原則提供は認められません。
ただし、嘱託の対象者である原告又は被告がその鯛査を望まなければ異溌を
申立てることができることから、 『畷託が行われた」＝「異議を申し立てな

織擦I囎総樵撫差鞭鞍総驍鶚蕩潔蓋
て、機構法第38条5項第1号に基づき情報提供してください。

2015/4/8 き壷なVol､94

13 成年後見人 5項1号

被成年後見人である年金受給者の死亡後、当該
成年後見人から死亡者の年金額の情報提供依頼
があった。情報提供可能か。

鰹ヰ唾墨入の法闘幼刀Iま本人先亡時に洞頚することから、提供は認められま

せん。なお、法的効力については法務省に確認しています。また、法定代理
人に対する情報提供については、総務指2016-3別添2項番4「官公署や本人
（遺族）以外の者への情報提供（法定代理人等からの提供依頼)､」を参照し
てください。

2015/4/8 2016/3/18 総務指2016Fa

14 不在者財産管理人 5項1号

不在者財産管理人が不在者に関する鯛査権限を

法律上有しているとして、当該不在者の年金受
給状況の憎報を求めてきた。依頼者は、不在者
財産管理人も成年後見人同様調査権限を有して
いると主喪している。総務指2012-5に従い、調
査権限はないと脱明しているが、提供できない
法的根拠は何か。

鰹千痙畢ハ畦I朝濟牙ﾖ｡｡｡末ご鯛産”鋼宜極限か礎のられています。一万、不

在者財産管理人に付与されている代理権は、民法第103条に規定する『保存
行為」であり、鯛査権限を有しているとはいえません。
別途、裁判所より年金個人情報の調査梅限が付与されていることが代理行為
目録で確認できる場合は、不在者財産管理人に情報提供が可能です。 2015/4/8 2016/3/18 総務指2016-3

15 保佐人・補助人 5項1号

保佐人が被保佐人に関する調査権限を法律上有
しているとして、当該被保佐人の年金受給状況
の情報を求めてきた。総務指2012-5に従い、鯛
査権限はないと税明しているが、提供できない
法的根拠は何か。

味匠人．彌助人に付与されている権限は代理榧でなく、民法第13条に規定
する同意権のみであるため、年金受給状況を調査することは認められていま
せん。なお、裁判所が保佐人または補助人に対し、別途調査権限を付与して
いる場合は提供が可能です。 2015/4/8 2016/3/18 総務指2016-3

16 同意書 5項1号

情報提供依頼文替に添付されている同意雷が原
本でなく、写しに照会元の官公署が原本齪明し
たものだが、対応可能か。

不人か照塞元の・目公者Iこ宛てて琵出した同恵衝の場合は、原本を機構が求め
ることは難しいため、照会元が原本証明した同意番の写しにより対応してく
ださい。

2015/4/8 I■■■■

17 届書写しの交付 5項1号

年金相談受付票の写しは直接本人に交付できる

ことを法．指2014-205で確認したが、受付票
に職員が記載した事項や押印が含まれる場合も
取扱いは同様か。

お各磁不人か礎出した魑頬に変わりはないため、交付してください。

2015/4/8 》

18 行政評価事務所 5項1号

行政評価事務所から、年金事務所窓口でトラブ

ルとなったお客様の対応に必要として、当該相
談案件の取扱いを示す要領等とお客様の年金受
給状況の情報提供依頼があったが、提供可能
か⑥

T丁域副&1曲畢獅〃T

ていることから

示・依頼、疑穣
情報提供は本人
3参照）。なお、
ど外部に提供す
該文書を発出し
さい。 ‘

2015/4/8 総務指2013-3



機密性2完全性2可用性2(経営企画部）

項番 カテゴリ
機構法第38条
各項での分類

照会内容 回答内容 掲駿日 更新日 参考資料

19 相続財産管理人 5項1号

相続財産管理人から死亡者が生前受給していた
年金受給状況の情報提供依頼を受けたが、情報
提供してよろしいか。

情報提供可能です。相続財産管理人とは、相続人の存在、不存在が明らかで
ないとき（相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなく
なった場合を含む。）に、家庭裁判所が、申立てにより相続財産の管理を選
任した者をいいます（民法第952条）。相続財産管理人から情報提供依頼が
あった場合は、被相続人（死亡者）の債権者等に対して被相続人の債務を弁
済するなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させるための対
応であり、これにより年金を適正に支払うという機構の本来業務に資するこ
ととなるため、情報提供可能です。 （総務指2016-3参照）

2015/4/8 2016/3/18 総務指2016-3

20

健康保険法第73条
(厚生労働大臣の指
導） ．
第78条
(保険医癖機関又は
保険薬局の報告等）

5項2号

地方厚生（支）局から健康保険法第ﾉ3条及び第

78条に基づく保険医療機関と保険薬局の指導．
報告等にかかる業務実施を目的として、当該医
療機関等に従事する被保険者の資格等の情報提
供依頼があったが、情報提供してよろしいか。

提供できません。機構は、厚生労働大臣に対し、又は厚生労働大臣の求めに

応じて、被保険者の資格に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関
して必要な情報の提供を行うものとされています（健康保険法第205条の
3，同法施行規則第159条の6）。しかし、厚生労働大臣から地方厚生（支）
局長へ委任する旨の規定はないため、健康保険法第205条の3，同法施行規
則第159条の6の規定を根拠として地方厚生（支）局長に対し、年金個人精
報を提供することはできません。 （疑蕊照会2011-34参照）

2015/4/8 疑駿照会2011-34

21 厚生年令基令 5項3号イ､へ

厚生年金基金から、 I基金加入者としての届出
が事業所から基金に提出されていない被保険者
がいる。機構に対してのみ厚生年金保険被保険
者資格取得届が提出されている状況が見受けら
れるため、機構で管理している被保険者情報を
提供してほしい。」との依頼があった。総務指
2014-1に記戦された照会事例以外の依頼だが、
情報提供可能か。

厚生年金基金が適切に被保険者資格を管理するために必要な幡報といえるた
め、提供可能です。
なお、厚生年今基金への情報提供は、機構法第38条第5項第3号イとへに基
づき提供が混められていますが、機構法第38条第5項第3号では「事務の遂
行に必要な限度」で提供が潔められています。参考程度に求められた場合は
提供が潔められないため、必要性に疑装が生じた場合は、厚生年金基金に必
要性を確麗の上、対応してください。

2015/4/8 2016/6/8 総務指2014=1

22
基礎年金番号の
情報提供

5項3号イ､へ

厚生年金基金より、国との基金紀録の突合菓務

に必要な情報として、基礎年金番号の提供を求
められたが、情報提供してよろしいか。

厚生年金基金は厚年法に基づく政府管掌年金事業を行っており亀当該事務遂

行を目的とした基礎年金番号の情報提供は可能です。基礎年金番号提供可否
の考え方は、法．指2014-204を参照してください。 2015/4/8 2016/6/8 法.指2014-204

23 併給調整 5項3号二

健康保険組合から、傷病手当金との併給調整を
目的として健康保険法第108条に基づき、障害
年金の年金額、傷病名、診断番の写しの提供を
求められた。年金額の提供は可能だと思料する
が、提供してよろしいか。

診断書写しは傷病手当金の支給決定に『必要な限度」の惜報とは認められな

込ため、提供できません。なお、傷病手当金の併給調整に必要な楕報とし
て、年金額、傷病名は情報提供可能です。
※年金との併給鯛整に必要な情報の提供は、機構法第38条第5項第3号二に
基づき提供可能ですが、機構法第38条第5項第3号では「事務の遂行に必要
な限度」で提供が認められています。

2015/4/8 2016/6/8 ガイドライン

24 虐待防止

5項3号ﾄ．
日本年金機構
の業務運営に
関する省令第
10条

高齢者虐待防止を目的として、高齢者虐待の防
止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律第24条の規定による措澄に関する事務を実施
するため、市役所より当該者の年金受給状況の
提供依頼があった。本人の同意なく提供できる
か｡

緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない
場合に限り、機構法第38条第5項第3号卜に基づく提供が篦められていま
す。照会文祷中に． 『本人より同意を得ることができない事由Iが記載され
ていることを前提'三、情報提供してください（法．指2014-204参照）。ま
た、老人福祉法第32条にかかる事務など、日本年金機構の業務運営に関す
る省令第10条各号（ガイドライン別表2にも掲載）で規定する他の法律に基
づく事務に必要として求められた場合も、同様に対応してください。

2015/4/8 2016/6/8 法．指2014-204



機密性2完全性2可用性2(経営企画部）

項番 カテゴリ
機構法第38条
各項での分類

照会内容 回答内容 掲載日 更新日 参考資料

25
死亡者にかかる
情報提供

5項4号

未支給年金受給權者の同順位者である死亡者の
子から、当該死亡者の年金額変遷と口座憎報変
遷、未支給年金の受給に関する情報を求められ
ているが、情報提供可能か。

禰報琵侠啄頼省は死亡者の子であり、相鰯人であることが明らかなため、戸
籍謄（抄）本と本人確罷番類により、死亡者と依頼者との続柄を確認の上、
死亡者の財産や債梅債務の確定を事由として情報提供を求められた場合な
ど、社会通念上提供する必要が認められる事由であることを文書又は口頭に
より確認した場合は、年金額変遷及び口座傭報の変遷は提供可能です（総務
指2016-3参照）。

ただし、未支給年金に関する情報は死亡者の個人摘報ではなく、未支給年金
受給権者の年金個人情報にあたるため、提供できません。

9

2015/4/8 2016/3/18 総務指2016-3

26
死亡者にかかる
情報提供

5項4号．
日本年金機構
の菜務運営に
関する省令第1
条

死亡者の子の代理人弁謹士から年金加入記録の
情報提供依頼があった。なお、遺族年金受給者
である死亡者の妻は現存である。当該子は相続
人であることと、死亡者の情報は個人情報保鍾
法上個人摘報にはあたらないことから提供を受
けられるはずだと主張し、以下3点の質問を受
けているが、どのように説明すべきか。
①情報提供は可能か。
②提供を受けられない場合、その根拠。
③提供を受けられない場合、他に提供を受けら
れる方法。

①哨報髭供できません。 （謡務指2016-3参照）

②根拠法令は機構法第38条と日本年金機構の業務運営に関する省令第1条。
【死亡者の年金個人情報も生存する者と同様に取り扱うことの根拠】
一般法である独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2
条第2項では、個人情報は「生存する個人に関する情報」と定穣付けられて
います。しかし、年金個人情報の保護は一般法に優先する特別法として日本

蓄蕊慧別需望溺織淵辮辮駕芸辮
り扱うことが規定されているため、保醗の対象となります。
【相続人に対する情報提供】

年金個人情報は、機構法第38条第4項及び第5項のいずれかに該当する場合
に限り、提供が淫められていますが、本件情報提供に関係するのは同条第5
項第1号の「杢人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」です。死亡
者の年金個人情報は、その者の死亡により週族年金や未支給年金等が発生す
る場合、その受給者を『本人」として、受給した遺族年金等の決定に関係す
る情報の提供が可能です。一方、年金の受給権は一身専属権であり、相続権
としての性質を有していないことから、相続人＝本人として死亡者の年金個
人情報の提供を潔めることはできません。 （参考通知：保文発第2670
号） ｡

なお、相続人への情報提供は、死亡者の財産や債権債務の確定を事由として
情報提供を求められた場合など、社会通念上提供する必要が認められる事由
であることを文番又は口頭により確認した場合は、機構法第38条第5項第4
号に基づき、死亡者が受給していた年金の種類、年金額変遷及び口座情報の
変遷は提供可能です。

③遺族年金受給者である死亡者の妻の同意書の添付があれば、情報提供可能
です。また、裁判所より民事訴訟法223条に基づく文書提出命令により求め
があった場合、機構は当該文書を提供しなければなりません。

2015/4/8 2016/3/18

一
一

27
死亡者に
情報提供

かかる
5項4号

包括受遺者となっている法人から、準確定申告
用の源泉徴収票の発行依頼があったが、提供可
能か。
※包括受選者…遺言により遺贈を受ける者とし
て指定された者(民法第964条、第965条)。

包括堂適者は、相識人と同一の権利震務を有することが民法第990条で規定
されているため、相続人から求めがあった場合と同様に、提供して<ださ
い。

2015/4/8 －

28

高齢者の医療の
確保に関する法律
第138条
(資料の提供等）

(被扶

一

養者情報）

広域連合から高齢者の医療の確保に関する法律
第138条第2項に基づき被扶養者情報に関する照
会があった場合、情報提供してよろしいか。

ガイドライン別表1で、寛醤に基づき磁気媒体による広域連合へのデータ

(75歳到達又は障害麗定による被扶養者異動情報）提供を記載しています
ので、提供した情報に関する照会に対しては回答してくださLip他の個別照
会'二ついては､高齢者の医療の確保に関する法律138条2項で健康保険の長
陰宣に対し照会することが規定されていることから、健保協会又は健保組合
を案内してください。なお、高齢者の医療の確保に関する法律第138条は機
構法第38条各号に基づき提供が認められる根拠条文には該当しません。

2015/4/8 ガイドライン



擾密性2完全性2可用性2(経営企画部）

項番 カテゴリ
機構法第38条
各項での分類

照会内容 回答内容 掲駁日 更新日 参考資料

29

国民健康保険法
第113条の2
(資料の提供等）

－

(被扶養者情報）

国民健康保険法第113条の2に基づき、健康保険

被扶養者の資格の情報提供依頼があった。ガイ
ドラインの提供データ事項に含まれていない
が、提供可能か。

提供できません。被扶養者に関する憎報提供は、国民健康保険法113条の2
第2項で規定されていますが、照会先は健康保険の保険者と定められている
ことから、健保協会または健康保険組合を案内してください。なお、ガイド
ラインに掲載されている年金加入資格に関する情報提供は国民健康保険法
113条の2第1項に基づく求めに対応するものです（槻構法第38条第5項第3
号ハに基づく提供） ⑥

2015/4/8 ガイドライン

30

賀金の支払の確保等
に関する法律第12条
の2（資料の提供
等）

ー

(事業所情報）

労働基準監督署より賃金の支払の確保等に関す
る法律第12条の2に基づき、事業所の滞納の有
無や被保険者資格取得・喪失年月日の照会が
あった。事業所情報の提供が認められる法令と
してガイドラインに掲載されているものだが、
資格取得・喪失年月日も提供してよろしいか。

提供可能な情報は事業所情報に限られており、被保険者個人の資格年月日を
提供することはできません。総務指2012-20に添付した厚生労働省年金局
事蕊作画鯉長通知に示された情報に限り提供可能です。

2015/4/8 総務指2012-20

31
死亡者にかかる
情報提供．

5項4号

厚生年金基金より、基金規約に定める死亡した
者にかかる給付金（厚生年金基金の独自給付）
の裁定を受けるため、当該死亡者の老齢厚生年
金の受給権発生時からの「新法・年金額歴史回
答票」 （『07」画面）の提供を求められた場合
は、機構法第38条第5項第3号イ「政府管掌年金
事業の運営に関する事務のうち、法令の規定に
より厚生労働大臣又は機構以外の者が行うこと
とされているものjに基づく提供は罷められる
か｡

機構法第38条第5項第3号イに基づく情報提供が罷められるのは、基金の業

務のうち、法令の規定によるものに限られることから、規釣に基づく給付決
定に必要な場合は、同条項に基づく提供は認められません。しかし、本件に
ついては、国（機構）による老齢厚生年金の雇用保険受給や在職を事由とす
る年金支給停止額を基金が補償する制度のため、当該補償額の決定に必要な
摺報は‐社会蒲倉上提供する必要が認められることから．当骸補倦を翌ける

EuノI画､思毒Uノ癖TⅧ幻｡”旬~ローIひも唾露座室⑪O奉迎里寺言UやハユフrW君U－

程供することが明らかに本人の利恭になるときIに基づき≦程供してくだき

込坐

2016/6/8 》
．


